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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
七
追
加
議
定
書
、
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
及
び
万
国
郵
便
条
約
の
締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号

（
先
議
）
要
旨

）

万
国
郵
便
連
合
（
以
下
「
連
合
」
と
い
う

）
は
、
国
際
郵
便
業
務
の
効
果
的
な
運
営
に
よ
り
諸
国
民
の
間
の
通
信
連
絡
を

。

増
進
し
、
文
化
、
社
会
及
び
経
済
の
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
あ

る
。
連
合
の
最
高
機
関
で
あ
る
大
会
議
は
、
通
常
五
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
、
連
合
の
組
織
事
項
を
定
め
る
基
本
的
文
書
で
あ
る

「
万
国
郵
便
連
合
憲
章

（
以
下
「
憲
章
」
と
い
う

）
等
連
合
の
文
書
の
改
正
、
新
た
な
文
書
の
作
成
等
を
行
う
こ
と
と
さ

」

。

れ
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
年
）
九
月
か
ら
十
月
ま
で
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ブ
カ
レ
ス
ト
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
三
回
大
会
議
に
お

い
て
、
連
合
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
国
際
郵
便
業
務
全
般
に
つ
き
見
直
し
が
行
わ
れ
た
結
果
、
憲
章
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

定
め
る
「
万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
七
追
加
議
定
書

（
以
下
「
追
加
議
定
書
」
と
い
う

）
が
採
択
さ
れ
た
ほ
か
、
憲
章
以

」

。

外
の
文
書
で
現
在
有
効
な
も
の
（
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
に
北
京
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
二
回
大
会
議
に
お
い
て
作
成

さ
れ
た
も
の
）
に
代
わ
る
新
た
な
文
書
と
し
て
「
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則

（
以
下
「
一
般
規
則
」
と
い
う

）
及
び
「
万

」

。
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」（

「

」

。
）

（

「

」

。
）
。

国
郵
便
条
約

以
下

条
約

と
い
う

が
採
択
さ
れ
た

同
時
に

郵
便
送
金
業
務
に
関
す
る
約
定

が
採
択
さ
れ
た

一
、
追
加
議
定
書

こ
の
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
七
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

憲
章
の
前
文
に
連
合
の
任
務
と
し
て
「
郵
便
物
の
自
由
な
流
れ
の
保
障
」
等
の
具
体
的
な
項
目
を
明
確
化
す
る
。

２

連
合
の
文
書
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
用
語
に
関
し
「
単
一
の
郵
便
境
域
」
等
の
定
義
を
明
確
化
す
る
。

３

憲
章
及
び
一
般
規
則
が
留
保
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記
す
る
。

４

従
来
、
大
会
議
ご
と
に
新
た
な
文
書
を
作
成
し
て
い
た
一
般
規
則
を
恒
久
文
書
と
す
る
。

二
、
一
般
規
則

こ
の
一
般
規
則
は
、
前
文
、
本
文
三
十
五
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

大
会
議
の
開
催
周
期
を
従
来
の
五
年
か
ら
四
年
に
変
更
す
る
。

２

政
府
間
機
関
等
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
投
票
権
な
し
で
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
管
理
理
事
会
及
び
郵
便
業
務
理
事
会

の
本
会
議
及
び
委
員
会
の
会
合
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

広
範
な
郵
便
分
野
の
利
益
を
代
表
し
、
利
害
関
係
者
の
間
の
効
果
的
な
対
話
の
た
め
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
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的
と
し
て
、
配
達
業
務
提
供
者
等
国
際
郵
便
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
か
ら
成
る
諮
問
委
員
会
を
設
置
す
る
。
同
委
員

会
は
、
委
員
会
の
活
動
に
関
す
る
情
報
を
管
理
理
事
会
及
び
郵
便
業
務
理
事
会
に
提
供
す
る
。

４

連
合
の
経
費
分
担
等
級
に
四
十
五
単
位
等
級
及
び
三
十
単
位
等
級
を
追
加
す
る
。

５

一
般
規
則
は
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
条
約

こ
の
条
約
は
、
条
約
（
前
文
、
本
文
三
十
八
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
る

）
及
び
最
終
議
定
書
（
前
文
、
本
文
十
五
箇
条

。

及
び
末
文
か
ら
成
る

）
か
ら
成
り
、
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

。

１

加
盟
国
は
、
郵
便
事
業
を
監
督
す
る
責
任
を
負
う
政
府
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
郵
便
業
務
を
運
営
し
、
及
び

自
国
の
領
域
に
お
い
て
連
合
の
文
書
か
ら
生
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
正
式
に
指
定
さ
れ
た
事
業
体
の
名
称
及
び
所

在
地
を
国
際
事
務
局
に
通
報
す
る
。

２

処
罰
の
対
象
と
な
る
郵
便
切
手
等
郵
便
料
金
納
付
の
手
段
に
関
す
る
違
反
行
為
を
拡
大
し
、
不
当
な
利
得
を
得
る
こ
と

を
意
図
し
て
行
わ
れ
た
郵
便
料
金
納
付
の
手
段
の
変
造
、
模
造
、
偽
造
又
は
不
正
な
製
造
、
変
造
さ
れ
、
模
造
さ
れ
、
又

は
偽
造
さ
れ
た
郵
便
料
金
納
付
の
手
段
の
使
用
、
流
布
、
販
売
、
配
布
、
頒
布
、
輸
送
、
展
示
又
は
広
告
、
既
に
使
用
し
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た
郵
便
料
金
納
付
の
手
段
の
郵
便
目
的
で
の
使
用
又
は
流
布
、
及
び
こ
れ
ら
の
違
反
行
為
の
未
遂
を
処
罰
す
る
。

３

郵
政
庁
は
、
相
互
間
で
参
加
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
と
し
て
、
電
子
郵
便
業
務
及
び
Ｅ
Ｍ

Ｓ
業
務
に
、
統
合
さ
れ
た
物
流
管
理
業
務
及
び
電
子
郵
便
認
証
を
追
加
す
る
。

４

普
通
通
常
郵
便
物
の
未
受
領
に
関
す
る
調
査
請
求
の
受
理
は
義
務
的
で
は
な
く
、
こ
れ
を
受
理
す
る
郵
政
庁
は
当
該
郵

便
物
の
調
査
を
配
達
不
能
の
郵
便
物
に
係
る
業
務
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

郵
政
庁
は
、
こ
の
条
約
に
定
め
の
な
い
場
合
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
、
支
払
う
べ
き
賠
償
金
額
は
、
施
行
規
則
に

定
め
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
及
び
二
国
間
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
郵
政
庁
に
対
す
る
賠
償

金
の
支
払
に
関
す
る
い
か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。

６

到
着
料
は
、
名
宛
国
に
お
け
る
業
務
の
質
に
係
る
達
成
度
に
基
づ
く
も
の
と
し
、
郵
便
業
務
理
事
会
は
、
業
務
の
質
に

関
す
る
目
標
を
達
成
し
た
郵
政
庁
に
報
い
る
た
め
、
追
加
の
補
償
金
の
支
払
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
追
加
議
定
書
、
一
般
規
則
及
び
条
約
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
〇
六
年
（
平
成
十
八
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、
追

加
議
定
書
及
び
一
般
規
則
は
無
期
限
に
、
条
約
は
次
回
大
会
議
の
文
書
の
効
力
発
生
の
時
ま
で
、
効
力
を
有
す
る
。


